
 

 

2021 年 12 月 21 日  

各  位  

 

 

 

 

 

 

「過年度消費税に関する更正通知書受領（2020 年６月 1 日）」に関する 
事後の諸対応の進捗に関するお知らせ 

 

 

当社は、2020 年６月１日付の過年度消費税相当額等の引当てに伴う特別損失の計上に関するお

知らせ」にて公表したとおり、税務当局より過年度消費税に関する更正通知書を受領しておりま

したが、その後の諸対応の進捗に関し、以下のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．不服申立て手続きの進捗について 

2020 年６月１日付の上記公表資料に記載のとおり当社としては、従前の税務処理は適正であ

ると考えており、国税不服審判所長に対し、更正処分等（以下「本件更正処分等」）の取消し

を求める審査請求を進めてまいりました。 

しかしながら、2021 年８月２日付で同審判所長より、審査請求を棄却する旨の裁決を受けま

した。 

当社はこれを不服とし、2021 年 12 月 21 日付で本件更正処分等の取消しを求める訴訟を東京

地方裁判所に提起いたしました。 

 

２．今後の見通しについて 

上記の訴訟提起自体によって業績への影響が生じることはありませんが、判決によって当社

の業績に影響が生じるなど、今後、開示の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 

会 社 名 株 式 会 社 毎 日 コ ム ネ ッ ト

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  伊 藤  守

（コード番号：8908 東証第一部） 

問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 小野田 博幸

電 話 番 号 03-3548-2111 


